
奈
良
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
五
十
号

奈
良
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

奈
良
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
（
平
成
二
十
八
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
七
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
」
を
削
り
、
「
昭

和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
る
。

第
二
条
中
「
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
」
を
「
奈
良
県
国
民
健
康
保
険
事
業
費
特
別
会
計
歳
入
歳
出

予
算
」
に
改
め
る
。

第
七
条
を
第
十
条
と
し
、
第
六
条
を
第
九
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
交
付
事
業
の
要
件
）

第
六
条

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一

号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
災
害
そ
の

他
知
事
が
定
め
る
事
情
と
す
る
。

（
拠
出
金
）

第
七
条

知
事
は
、
政
令
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村
か
ら
、
知
事
が
定
め
る
額
を

財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
と
し
て
徴
収
す
る
。

（
延
滞
金
）

第
八
条

知
事
は
、
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
貸
付
事
業
の
経
費
の
財
源
に
充
て

る
た
め
に
基
金
を
処
分
す
る
場
合
に
係
る
貸
付
金
に
対
す
る
償
還
金
又
は
前
条
の
財
政
安
定
化
基
金

拠
出
金
を
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
か
っ
た
市
町
村
か
ら
、
納
期
限
の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の

期
間
の
日
数
に
応
じ
、
未
納
額
に
つ
き
年
十
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
（
閏
年
は
、
平
年
と
同
様

じ
ゆ
ん

に
扱
う
。
）
で
計
算
し
た
延
滞
金
を
徴
収
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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